
 

平成２５年 第１回浜松市議会定例会 

代表質問及び浜松市答弁 

 

  質問者 市民クラブ 丸井通晴 

 

質  問 答  弁 

１ 危機管理対策について 

平成 21年 11月議会において、私は今後の危機管

理体制の強化策として、様々な危機管理に対応する

ためにこれを市長直轄の組織とするよう提言した。

そして、現在の危機管理監を中心とした組織とな

り、大地震や大津波、台風やゲリラ豪雨等の防災対

策を初め、ことし２月 17 日の不発弾処理対策にも

見られるように、市民の安全安心のための危機管理

業務を受け持っている。25 年度からは、組織を再

び見直し、危機管理センターとして発足、新たに危

機管理監代理と津波対策担当課長のポストが新設

される。この新たな組織の見直しは、大地震や大津

波対策を初めとして、今まで以上に危機管理業務全

般の充実が図られるものと期待しているところで

ある。 

そこで、新体制に移行するに当たり、これからの

危機管理への取り組みについて伺う。 

 

(1) 浜松市沿岸域防潮堤整備について 

昨年 12 月に南区と西区の地区自治会連合会長を

委員とした整備推進協議会が発足し、これまでに県

の担当者からの説明会が数回開催されてきた。防潮

堤の整備については、多くの地域住民から、いつか

ら、どこから、どのように進めていくのかという問

い合わせが多い。 

現時点で、県との調整における防潮堤整備計画の

スケジュールについて伺う。 

 

 

(2) 浜松市津波対策事業基金制度について 

県は、一条工務店から３年間で 300億円の寄附を

受け、浜松市沿岸域約 17.5ｋｍに防潮堤を施工す

るということである。 

津波対策の整備資金としては、市の予算のほか

24年度から浜松市津波対策事業基金を創設し、防

潮堤のみならず避難マウンドや避難タワーの建設

資金として、市民や企業から寄附を募集し、現在に

至っている。 

そこで、この整備資金寄附の現状と今後の取り組

みについて伺う。 

ア 現在までにどのくらい寄附金が集まったのか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（浜松市長） 

(1) 

県は、事前準備として、資材搬入に必要な仮設

道路を整備するため、今年度から立木の伐採工事

に着手予定。また、県では、来年度上半期の着手

を目指して、松島町と白羽町の2箇所において、防

潮堤の試験施工の準備も進めている。市としては、

一日も早く本格的な防潮堤整備に着手できるよ

う、県とともに推進協議会や市民の皆様と意見交

換を重ねるなど、事業の円滑な実施に向けて積極

的に取り組んでいく。 

 

浜松市長 

(2) 

津波対策事業基金への寄付の状況は、現在、単

位自治会全世帯からの寄附を含めて4件で、金額は

約1,030万円である。市ではこれまでも寄附の呼び

かけについて、市HPや広報紙、防災講座などでPR

を続けてきたところだが、今後は、市のHPにバナ

ーを設けるなどの工夫や、市役所、西・南区役所

の庁舎に懸垂幕を設置するなど、更なる広報活動

の強化に努めるとともに、浜松商工会議所等とも

連携するなかで積極的な呼びかけを行っていく。 
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イ さらに市民や企業の協力を得るためには、市と

して待ちの姿勢でなく、積極的に寄附の依頼活動

を実践すべきと考えるがどうか。 

 

(3) 避難マウンドと避難タワーの必要設置箇所の予

測について 

昨年からことしにかけて、避難マウンドと避難タ

ワーの計画・整備が徐々に進んでいることは地域住

民にとって安心感が増してくるが、多くの住民から

は尐しでも多くの整備を望む声が多い。 

整備する土地等の関係もあり、沿岸域全てを網羅

することは困難であるとしても、市としてどの程度

の設置を見込んでいるのか伺う。 

 

 

 

 

 

(4) 区版避難行動計画について 

   今年度内に区版避難行動計画が作成され、全戸配

付される予定となっている。 

地域住民のみならず、地域の企業、保育所や幼稚

園、そして学校等は万が一の時にはその場で避難す

ることが求められ、区版避難行動計画の周知徹底が

必要である。さらには、多くの外国人（ブラジル人

等）が居住する本市ではこの対策も必要である。 

  そこで、区版避難行動計画の周知をどのようにし

ていくのか伺う。 

 

２ 中心市街地の整備計画と活性化策について 

2012年から2016年までを計画期間とする浜松市

都市計画マスタープラン実行計画では、都市活力を

向上させるための施策として、都市活力を生む道路

ネットワークの形成、都心の活性化支援、そして多

様な交流の振興がうたわれている。 

そこで、多くの市民からは、都心の活性化が望ま

れていることもあり、中心市街地の整備計画と活性

化策についてハード、ソフト両面の施策について、

以下４点について伺う。 

 

(1) 中心市街地の活性化策について 

中心市街地に位置していた松菱百貨店が閉店し

て以来、永年ここを含む地域の賑わいが衰退してき

た。松菱の跡地については、商業施設の誘致を前提

として様々な構想が浮かんでは消えていき、この跡

地が昨年更地となって現在に至っている。更地の活

 

 

 

浜松市長 

(3) 

本市では、暫定的な津波対策範囲に津波避難ビ

ルを248棟指定するとともに、津波避難マウンド2

箇所、タワー7基の整備を進めており、合わせて約

11万平方メートルの避難面積を確保することとし

ている。こうした中、津網避難タワーについては、

現在3箇所で自治会や個人の所有地を無償で貸与

していただくことになっている。今後新たに整備

する津波避難施設は、第4次地震被害想定の浸水区

域をもとに、沿岸の防潮堤の整備効果による浸水

範囲や浸水の深さを見極めた上で、設置個所を検

討していく。 

 

浜松市長 

(4) 

市のHPには既に掲載しており、全戸には、広報

はままつ4月5日号とともに配布する。また、各家

庭において「我が家の防災対策」として実際に取

り組んでいただくためには、積極的な啓発が必要

なことから、各区が主体となって啓発事業や出前

講座を実施する。また、外国人への周知について

も、外国語版の作成を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜松市長 

(1) 

平成22年4月に民間事業者が中心となって組織

する「浜松まちなかにぎわい協議会」が設立され、

商業者や地権者とのネットワークの構築に向けて

様々な取り組みが進められ、市もこうした活動に

対し支援を行ってきた。その結果として、ほろ酔
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用が予定されていたフットサル場建設計画も白紙

撤回され、さらにこの跡地の西側部分を所有する一

部地権者は自前のビルを建設するという許可も受

けており、市玄関口の顔として、また、活性化創出

のためにも、多くの市民からは行政として何らかの

手は打てないのかという声がより大きくなってき

ている。そこで、この地だけではなく、ＪＲ浜松駅

を基点として歩行者の回遊性を向上させ、本市の玄

関口にふさわしい顔となるような中心市街地の活

性化策についての考え方を伺う。 

 

(2) 松菱通りＢ－３ブロックと隣接するエリアにつ

いて 

松菱通りＢ－３ブロックの再開発事業のほかに、

隣接する都市計画道路元浜米津線の整備について

も進展が見られていない。せっかく地下通路を廃止

し平面交差とした意義も見受けられなくなってき

ていると考えている。そこで、松菱通りＢ－３ブロ

ックの再開発を認可している市として、都市計画道

路元浜米津線の整備を含め、これらの事業をどのよ

うに考えているか伺う。  

 

 

(3) 旭板屋地区の再開発事業エリアについて 

   旭板屋地区はＪＲ浜松駅の北側に位置し、おおむ

ね事業が進展しているが、まだ未着手の地区があ

る。地権者の意向等もあるが、再開発事業の計画地

として今後どのように取り組んでいくのか伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 駐輪場の整備について 

中心市街地の鍛冶町通り周辺には自転車やバイ

クが雑然と置いてあり、風の強い日には倒れたりし

ていて都市美観上のみならず高齢者や障害者の通

行の妨げにもなっている。遠州鉄道高架下や道路空

間等を活用して早急に駐輪場の整備を実施すべき

と考えるがどうか伺う。 

 

 

 

 

い祭りや街ゼミなど商業者が自ら企画・運営する

イベントや各種事業が市民の支持を得て定着し、

年々規模が拡大するなど成果が出てきている。 

浜松城の天守門が平成25年度末に完成するととも

に、浜松城公園の長期整備構築の検討も進んでお

り、都心における観光的・文化的資源の有効活用

を図りながら、回遊性の向上に向けて取り組んで

いく。 

 

 

村田都市整備部長 

(2) 

松菱通りB-3ブロックについては、施行者が市街

地再開発事業を単独で施行する意思を持って、平

成24年12月に変更認可申請がされたことから、市

は、平成25年1月に施行地区を縮小する認可をした

ところである。その申請では、平成29年3月迄に事

業完了をする計画となっており、市としては、確

実に事業が進展するよう、施行者に対し必要に応

じ状況報告等をさせ、円滑な事業の取組みがされ

るよう指導・勧告をしていく。 

 

村田都市整備部長 

(3) 

これまでA、B、Cの3地区に分割し、B、C地区に

ついては、地権者の皆様のご努力により、高層住

宅棟やホテル棟が建設され、併せてインフラも整

備し既に事業が完了している。A地区については、

事業化に至っていないが、主な地権者である二法

人がそれぞれ事業化に向けて調整を行っていると

ころである。市としては、地権者から事業の具体

的な提案がなされれば、官民の役割を明確にした

なかで、再開発事業の制度に基づき進めていく。 

 

鈴木土木部長 

(4) 

浜松駅周辺エリアには、9箇所、約2,300台収容

分の公共駐輪場があるが、その殆どで収容台数を

超える駐輪が見られる状況である。一方、駐輪場

利用者や路上駐輪者への意向調査では、駐輪場整

備を求める人が約7割おり、現在、自転車等利用者

が利用しやすい駐輪場整備の検討を行っていると

ころである。今後、幅員に余裕のある歩道や鉄道

高架下等の公共空間を活用した利便性のある駐輪

場整備に向けて関係機関と協議を進めるととも

に、計画的に駐輪場整備を実施していく。 
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３ 駅南地域の整備について 

ＪＲ浜松駅南口を基点とする駅南地域は、ＪＲ浜

松駅北口の整備とともに本格的に今後の取り組み

が必要なエリアである。それと同時に、私自身中心

市街地の一部として以前のような繁栄が復活する

ように願っているエリアでもある。 

そこで、この駅南地域の整備について、以下２点

について伺う。 

(1) 浜松駅南口駅前広場の整備について 

南口駅前広場については、25年度末に県から移管

される駅南地下駐車場の諸課題解消、ＪＲ浜松駅へ

の送迎レーンやタクシープール機能の再配置を初

め、大型観光バス通過時の混雑解消等課題の解消に

は早期の整備が必要であると考えているが、今後、

この浜松駅南口駅前広場をどのように整備してい

くのか伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 高竜地区土地区画整理事業に関する道路整備に

ついて 

高竜地区土地区画整理事業については、その完了

に向けて工事が進み、基盤整備を初めとして地区の

南側から供用が開始され権利者の土地利用も進ん

できていると感じている。そうした中で、今後変わ

っていく高竜地区とＪＲ浜松駅南口を結ぶ都市計

画道路砂山寺島線の整備が重要であると考えるが、

これらの事業の現状と今後の取り組みについて伺

う。 

 

 

 

４ 既設の横断歩道やセンターライン、区画線等の維

持補修について 

交通事故が多い本市としてその対策をハード、ソ

フト両面から進めていく必要があり、交差点改良や

ゾーン30の実施、あるいは地域要望が多い信号機の

設置や横断歩道の整備が望まれている。現在、県警

では通学路の安全対策や高齢者対策として、夜間の

ピカット作戦による意識啓発活動も精力的に推進

している状況にある。こうした中、既に整備されて

 

 

 

 

 

 

 

村田都市整備部長 

(1) 

南口駅前広場は、限られた空間の中に送迎レー

ン、駐車場等の交通結節点機能を集約しているこ

とから、朝夕のピーク時には送迎車両、大型バス

等が集中し、自動車需要に十分な対応ができてい

ないと認識している。南口は、短期的には、平成

25年度末の駅南地下駐車場の移管後、機械式駐車

装置を撤去した上で、平面式駐車マスを増やし、

使いやすい駐車場へと改良していく。そして、駐

車料金を20分間無料とし、送迎車両を地下駐車場

へ誘導していく。その後は、送迎レーンの再配置、

大型バス乗降場の配置や自動車交通の円滑化につ

いて、関係者と調整し、再整備に向けて取り組ん

でいく。 

 

村田都市整備部長 

(2) 

高竜地区については、道路整備や下水道、宅地

造成等の基盤整備を推進してきた。平成 24年度末

には、事業費ベースで 81.3％の進捗をする予定。

引き続き、基盤整備を進める予定であり、権利者

の皆様の土地利用も推進されることが期待され

る。また、都市計画道路砂山寺島線については、

幹線道路をつなぐ道路ネットワークを構築するた

めに、重要な道路であると認識している。市とし

ては、今後の人や車の流れ、混雑度の推移、交通

の安全確保及び高竜地区の土地利用等を見据えな

がら、道路整備を進めていく。 

 

鈴木土木部長 

 

既設の路面表示等は、紫外線や風雨による自然

务化と走行車両等による磨耗を受けて、不鮮明な

箇所が見受けられる。このようなことから、路面

表示等の維持管理にあたっては、市民の安全・安

心の観点に立ち、公安委員会と市が連携を取りな

がら、特に視認性が低下している箇所から、順次、

塗り替えにより維持補修をしているところであ
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いる本市管理の道路上における横断歩道やセンタ

ーライン、区画線等が日常的な車両通行により消え

かかっている箇所をよく見かけるが、交通安全上か

ら早期の補修が望まれるところである。市としてこ

の消えかかっている横断歩道やセンターライン、区

画線等の維持補修についてどのように考え、対応し

ていくのか伺う。 

 

５ 国際交流の取り組みについて 

  本年夏に台湾の台北市との観光交流協定が締結

される予定と聞いている。このほか、既に本市の観

光交流事業としては、中国の瀋陽市や杭州市との協

定が結ばれ、日中間のあつれきは別として、これら

の協定締結により、多くの観光客誘致等に寄与でき

ることを期待するものである。また、企業の進出が

著しい東南アジア各国との交流やＵＣＬＧ（都市・

自治体連合）での交流等も盛んになってきている。

一方、音楽文化交流として浜松国際ピアノコンクー

ル開催の発端となったポーランドのワルシャワ市

や音楽文化交流から姉妹都市の提携へと発展して

いったアメリカのロチェスター市との交流は、現時

点で、その影が薄くなっているように思われる。ま

た、ブラジル移民 100周年記念事業やモザイカルチ

ャー出展ＰＲのために市長が訪問したブラジルの

リオデジャネイロ市や日系人の居住が一番多いサ

ンパウロ市等との交流も一過性のものとなってい

る。ブラジルは、今後サッカーワールドカップ大会

やオリンピックの開催が予定されていることや、本

市への総領事館設置、日系ブラジル人への様々な施

策の功績により市長が勲章をいただいた国でもあ

る。これらのことから、ワルシャワ市やロチェスタ

ー市、ブラジル各都市を初めとしたこれまでの交流

と、瀋陽市、杭州市さらにはこれから交流を図って

いく台北市等、新たな交流について整理し、本市の

発展に資する戦略的な国際交流の推進を図るべき

と考えるが、今後の国際交流の方向性について伺

う。 

 

６ 命を大切にする教育、人権教育について 

最近、全国各地で児童生徒の自殺が相次ぐという

大変痛ましい事件が生じ、その原因は、いじめによ

るものではないかという報道がされている。本市に

おいても、昨年中学校生徒の転落死事故が発生し、

ご家族や関係者に多大な衝撃を与えたものであり、

その原因もいじめによる自殺ではないかとのこと

から、第三者調査委員会における事実調査が実施さ

る。今後においても、路面表示等について、公安

委員会となお一層、情報の共有化と連携を密にし、

速やかな維持補修と計画的な更新を計るように、

適切な維持管理に努めていく。 

 

 

 

 

鈴木市長 

 本市は、これまで海外諸都市との交流について、

個別の都市との交流と国際的な組織への加盟を通

じた交流を進めてきた。議員ご指摘のとおり、グ

ローバル化の進展により、本市の発展に資する国

際交流の推進は益々重要になっていると認識して

いる。こうしたことから、今年度、関係課の職員

で構成するプロジェクトチームを立ち上げ、これ

までの都市間連携など国際化施策の検証を進めて

おり、これを踏まえて、来年度には、今後の国際

的な取り組みの方向性を示す国際戦略プランを策

定し、戦略的に施策を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙木教育長 

私は人として生きていく根底には、「命の尊厳」

があると考える。命の尊厳とは、「自分は価値ある

人間だと感じながら生きること」、「他者を自分と

同じくらい大切に感じて生きること」と捉えてい

る。小中学校では、赤ちゃんと触れ合う活用や命

の大切さを歌で伝えるコンサートなど、今まで以

上に命を大切にする教育に取り組んでいる。今後
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れたところである。 

そこで、各学校において、心の耕しという方針と

ともに、児童生徒だけでなく教職員に対しても命の

尊さを伝える命を大切にする教育、さらには人権教

育に力を入れていくべきと考えるが、その方針や教

育現場の状況について伺う。 

 

７ 浜松まつりの経済効果検証について 

平成 23 年の浜松まつり中止がきっかけとなり、

当時の浜松まつり本部等では、浜松まつりのあり方

の見直しについて様々な議論が行われた。この結

果、初子の誕生を祝う市民のまつりという原点に立

ち戻るとともに、まつり参加各町等で構成する実行

委員会形式の浜松まつり組織委員会を組織し、運営

組織の強化を図ったところである。このように、浜

松まつりについての様々な議論を通して、まつりが

市民の誇りであり、貴重な文化であるとともに、地

域経済に大きな効果があることを改めて認識した

ところである。３日間で 150万人から 180万人もの

人出があることを思えば、地域経済活性化への貢献

度は非常に大きいものがあると考えている。浜松ま

つりにおける経済効果の数値は、多くの関係者の関

心のあるものであり、まつり主催団体にとっても市

にとってもその数値を確認したらどうかと考えて

いる。 

そこで、まつり関係諸団体の協力を得ながら経済

効果を検証することについて考えを伺う。 

 

８ 環境政策について 

(1) 微小粒子状物質（ＰＭ2.5）飛来への取り組みに

ついて 

中国からの飛来が問題となっているＰＭ2.5 に

よる健康への悪影響が懸念されており、その原因は

中国における自動車の排気ガス、暖房用の石炭ガス

あるいは工場からの排煙によると推測されている。

このＰＭ2.5は、中国本土に近い西日本地域のみな

らず全国各地への飛来も懸念されている。また、中

国大陸からの黄砂の飛来は毎年４月から５月にか

けて本市でも確認されており、この黄砂とともにＰ

Ｍ2.5 が飛来してくることも大いに想定されると

ころである。環境省は、暫定方針を策定し、ＰＭ2.5

の濃度を測定する地点をふやすよう自治体に求め

ていくと聞いている。本市としても、中国大陸から

遠いところにあるとはいえ、目には見えずその飛来

がないとは限らない。現時点の濃度を測定する機器

の現状と、今後の取り組み、また、濃度が高い日の

も、「心の耕し」をキーワードに「命を大切にする

教育」を推進し、教育に携わるすべての者の人権

意識の高揚に努めていく。 

 

 

 

 

安形産業部長 

浜松まつりは、伝統文化の継承や地域住民の緩

和の醸成はもとより、地域経済においても、飲食

業や宿泊業をはじめとする観光産業の活性化や消

費拡大に大きな効果があるものと認識している。

本年の浜松まつりの経済効果についても、まつり

関係団体と地元のシンクタンク等に共同で調査・

検証を行っていただく方向で、協議を進めていき

たいと考えている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉山環境部長 

(1) 

 

測定機器については、昨年度から順次設置し、

現在では、4ヶ所で測定をしている。さらに、来年

度、PM2.5の発生源を特定するための成分分析を実

施するとともに、測定機器についても、平成26年

度までに更に5ヶ所増設し、市内9ヶ所での測定体

制とする計画である。PM2.5の本市における2月の1

日平均値は10マイクログラム程度で推移してお

り、環境基準を上回る値は見られていない。なお、

測定結果については、これまでも1時間ごとの速報

値を市のHPで公開しており、2月からは市民の皆様

が、より確認しやすくするため、トップページの

トピックスに掲載し、情報提供に努めている。 
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市民への対応をどのように考えているか伺う。 

 

(2) 芳川の浄化について 

芳川の浄化は、芳川をきれいにする会の活動を含

め、永年の懸案事項であるが、未だに黒い水が流れ、

地域住民からは早期の浄化を望む声が大きい。未だ

に改善されていないこの状況を打開していくため

には官民一体となった積極的な取り組みが必要で

ある。現時点までの関係する流域の企業や関係部門

との調整状況と今後の取り組みについて伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

９ 行財政改革推進としての区再編の考えについて 

市民クラブは、常々行財政改革を推進するための

施策について、市長や関係部局に提言をしてきた。

税金を納める市民の立場からみて、市政が今のまま

で良いのか、あるいは変えていかなくてはならない

のかを見極めながら施策を考えていかなくてはな

らない。戦略計画 2013 の基本方針でも都市経営の

考え方が示されており、本庁と区役所のあり方やさ

らなる行財政改革の推進がうたわれている。市の諮

問機関である行財政改革推進審議会でも行政のあ

り方等を論議し、その実行を注視しているところで

あり、昨年 12 月には第４次行革審の中間答申が提

出された。その中間答申の中で、本庁と区役所のあ

り方を問う区の再編についての取り組みについて

は、①区の現状や課題、区再編に関する資料を早急

に明示し、市民に分かりやすく説明すること、②工

程表を踏まえて区再編に向けた取り組みを着実に

推進すること、との提言がなされた。この中間答申

を受けて区再編の検討を今後どのように進めてい

くのか、以下２点について伺う。 

 

 (1) 工程表にある市民アンケートの実施や、市民会

議を設置しての検討が中断されているが、今後どの

ようにしていくのか伺う。 

 

 

 

 

 

 

杉山環境部長 

(2) 

芳川については、平成20年度に組織した「公共

用水域等色汚染対策協議会」において、染色工場

の排水を下水道に流すなどの対策のほか、大学や

地元企業からの意見なども参考に検討してきた

が、水利権や高額な対策経費の課題もあり、実施

は困難な状況である。そのため、平成23年度の着

色度の平均値は76、本年1月までの平均値は68と改

善はしているが、目標値である45の達成には至っ

ていない。今後の取り組みとしては、染色事業者

による地下水の希釈を継続するとともに、様々な

改善手法ついて、協議会において検討・調整を図

りながら、目標値の達成に向け、大学や地元企業

とも連携して取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木市長 

(1) 

区政検討事業は、「現行区制度の検証」の後、「市

民会議による検討」「市民アンケートの実施」を予

定していた。しかしながら、行財政改革特別委員

会において、「現行区制度の検証が十分ではない」、

「慎重な対応が必要である」などのご意見をいた

だいたため、アンケートの実施、市民会議の開催

ともに見送ることとした。一方、区政の検証につ



（ 8 枚中 8 枚目） 

質  問 答  弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 現在の区制における課題や、本庁との業務のすみ

わけ、市民サービスのあり方をどのように検討して

いるか伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては、自治会等の意見を聞くべきとの考えから、

自治会連合会との意見交換会を始めている。今後

はさらに、区協議会等を通じて、市民の皆様に区

政についての意見をお伺いして、検証を深めたう

えで、改めて特別委員会で区政についてご協議い

ただきたいと考えている。 

 

鈴木市長 

(2) 

平成21年度に本庁と区役所の役割を明確化し、業

務の全庁的な効率化を図ってきた。そして、平成

23年度には、「区出先機関再構築の基本方針」を策

定し、区の出先機関が充分に機能するように、地

域自治センターや公民館、市民サービスセンター

を、これまでの生涯学習機能と窓口サービスの提

供に加え、地域づくりの拠点としての位置づけを

明確にし、協働センターとすることとした。これ

に基づき、今年度は地域自治センターを、次年度

は公民館を協働センターへ移行するところであ

る。今後も、区役所や協働センターのサービスの

あり方について検証を進め、市民サービスの向上

に努めていく。 

 


